
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセラミック層と複数の導体層を交互に積層し、焼成してなる多層セラミック基板
において、
　記複数の導体層が、厚さが異なる少なくとも２種類の導体層にて構成され、かつ、薄い
方の導体層の厚さが０．８μｍ～５μｍの範囲内であり、厚い方の導体層の厚さが６μｍ
～１５μｍの範囲で

ことを特徴とする多層セラミック基板。
【請求項２】
　キャビティ部の配線用導体層を、厚さ０．８μｍ～５μｍの範囲内の導体層としたこと
を特徴とする請求項１記載の多層セラミック基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、複数のセラミック層と複数の導体層を積層した多層セラミック基板に関する。
【０００２】
【従来の技術と課題】
従来より、１０００℃以下で焼結する低温焼結セラミックシートの表面に、導電性ペース
トを印刷等の手段を用いて塗布した後、このセラミックシートを複数枚積み重ねて圧着し
、焼成して多層セラミック基板としたものが知られている。導電性ペーストを焼成してな
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あるとともに、占有面積が広く、収縮応力歪を受け易い導体層を前記
薄い方の導体層で構成した



る導体層の厚さは、６～１０μｍ程度（蛍光Ｘ線測定器による測定値である。以下、厚さ
の数値は蛍光Ｘ線測定器による測定値とする。）である。
【０００３】
ところで、セラミックシートと導電性ペーストは同時焼成されるので、両者の焼結温度及
び収縮率の違いから、セラミック層と導体層の収縮応力歪が多層セラミック基板の内部に
発生する。すなわち、多層セラミック基板において、導体層が偏在している部分や構造的
に弱い部分に、基板のそり、変形が発生し易かった。
【０００４】
そこで、本発明の課題は、焼成時の収縮応力歪が少なく、そりや変形のない多層セラミッ
ク基板を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段と作用】
　以上の課題を解決するため、本発明に係る多層セラミック基板は、導電性ペーストによ
る複数の導体層が、厚さが異なる少なくとも２種類の導体層にて構成され、かつ、薄い方
の導体層の厚さが０．８～５μｍの範囲内で

ことを特徴とする。
　多層セラミック基板が、例えば厚みの異なる２種類の導体層を備え、薄い方の導体層は
０．８～５μｍの厚さを有し、厚い方の導体層は従来の導体層と同じ厚さの６～１０μｍ
の厚さを有するとする。そして、占有面積が広く、収縮応力歪を受け易いシールド用導体
層及びコンデンサ用導体層等、あるいは、構造的に弱いキャビティ部の配線用導体層等に
対して薄い方の導体層を使用することにより、導体層とセラミック層の収縮応力歪が緩和
される。なぜなら、薄い方の導体層は、従来の厚さの導体層と比較してセラミック層に追
随して挙動し易く、焼成時の収縮応力が小さいからである。
【０００６】
また、占有面積が狭く、収縮応力歪を受けにくいコイル用導体層等に対して厚い方の導体
層を使用することにより、多層セラミック基板の電気特性が確保される。
【０００７】
【実施例】
以下、本発明に係る多層セラミック基板の実施例を添付図面を参照して説明する。
図１に示すように、多層セラミック基板１は、キャビティ部２、コイル部４、コンデンサ
部６を内蔵したものである。キャビティ部２は、図示したＩＣ部品６０や表面波フィルタ
あるいはその他の部品が収納された空洞を備えている。このキャビティ部２はセラミック
シート１０，１１，１２，１３，１４と配線用導体層３２，３３，３４，３５を交互に積
層したものである。
【０００８】
コイル部４はセラミックシート１６，１７とコイル用導体層３８を交互に積層したもので
ある。
コンデンサ部６はセラミックシート１８，１９，２０，２１とコンデンサ用導体層３９，
４０，４１，４２を交互に積層したものである。
キャビティ部２、コイル部４及びコンデンサ部６は、セラミックシート１５，２２及びボ
ンディング用導体層３６、シールドグランド用導体層３７，４３と共に、セラミックシー
トと導電層が交互に積層されるように配設されている。
【０００９】
シールドグランド用導体層３７の表面には、ＩＣ部品６０が載置されている。ＩＣ部品の
底面に設けた接続電極６１は導体層３７にダイボンドされており、上面に設けた接続電極
６３は金線６４を介してボンディング用導体層３６の表面にワイヤボンディングされてい
る。
多層セラミック基板１の上面には外部電極３１、側面には外部電極５０、底面には外部電
極５１が設けられている。
【００１０】
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あるとともに、占有面積が広く、収縮応力歪
を受け易い導体層を前記薄い方の導体層で構成した



次に、以上の構成からなる多層セラミック基板１の製造手順について説明する。
セラミックシート１０～２２の材料として、例えばＢａＯ－Ａｌ 2Ｏ 3－ＳｉＯ 2系の材料
等を準備し、この材料を粉砕して溶剤と混練してグリーンシートを作製する。各グリーン
シートの表面には、後述の印刷等の方法を用いて導電性ペーストを導体層３２～４３に要
求される機能に適した厚さにて塗布する。導電性ペーストの材料としては、Ｃｕ，Ｎｉ等
の卑金属、又は、Ａｕ，Ａｇ，Ａｇ－Ｐｄ，Ａｇ－Ｐｔ，Ｗ等の貴金属（平均粒径１～３
μｍ、粒径範囲０．１～１０μｍのもの）からなる導電成分と、エトセル系又はアクリル
系等のワニス樹脂と、テレピネオール系等の溶剤とを混練したものが使用される。なお、
内部導体層用の導電性ペーストであるため、ガラス成分を含まないものが使用される。
【００１１】
導電性ペーストを塗布されたセラミックシート１０～１４は、ＩＣ、表面波フィルタ、そ
の他の部品等を収納するための空洞を形成するため、打ち抜き加工される。
次に、各セラミックシート１０～２２は積み重ねられ、圧着され積層体を形成する。この
積層体の表面に外部電極３１，５０，５１を印刷等の手段にて形成した後、１０００℃以
下の温度で低温焼成して製品とする。
【００１２】
次に、各導体層３２～４３の厚さコントロールの方法について説明する。
各導体層３２～４３の厚さのコントロール方法としては、例えば導電性ペーストの導電成
分の含有率を変更させる方法がある。すなわち、導電性ペーストの導電成分の含有率を減
少させると、導電性ペースト中の固形分が減少して液体分が増加する。焼結の際は液体分
は蒸発し、固形分だけが残存して導体層を形成するので導体層の厚さは薄くなる。導電性
ペーストの導電成分の含有率を８０ｗｔ％から１０～５０ｗｔ％とすることにより、導体
層の厚さを６～１０μｍから ～５μｍにすることができる。
【００１３】
また、別の方法として、導電性ペーストは通常のものを用い、印刷する際の条件を変更し
て各導体層３２～４３の厚さをコントロールする方法がある。例えば、表１に示すように
、印圧、スキージスピード、スクリーン板と印刷面との隙間寸法、スクリーンの種類を変
更することにより、導体層の厚さを６～１０μｍから３～６μｍにすることができる。
【００１４】
【表１】
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【００１５】
次に、導電性ペーストの導電成分の含有率を変更させて、各導体層３２～４３の厚さが異
なる多層セラミック基板の試験結果を表２に示す。
【００１６】
【表２】
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【００１７】
表２において導電性ペーストの欄に表示されている「Ａ」はキャビティ部２の配線用導体
層３２～３５、「Ｂ］はボンディング用導体層３６、「Ｃ］はシールドグランド用導体層
３７，４３、「Ｄ］はコイル部４のコイル用導体層３８、［Ｅ」はコンデンサ部６のコン
デンサ用導体層３９～４２を表しており、試験結果の欄に表示されている「○」印は合格
、「×」印は不合格、「△」印は不合格ではあるが不具合が軽微な場合を表している。な
お、表２には比較のため、従来の多層セラミック基板の試験結果を合わせて示している。
そして、導電性ペーストの導電成分含有率が９０ｗｔ％，８０ｗｔ％，７０ｗｔ％，６０
ｗｔ％，５０ｗｔ％，３０ｗｔ％であるとき、それぞれによって形成される導体層の厚さ
は８～１５μｍ、６～１０μｍ、５～９μｍ、３～７μｍ、１～５μｍ、 ～３μｍ
とされる。
【００１８】
表２には、キャビティ部２の配線用導体層３２～３５の厚さを薄くするにつれて、キャビ
ティ部２の変形量が小さくなることが示されている。また、ボンディング用導体層３６の
厚さを厚くするにつれてボンディング性が向上することが示されている。さらに、コイル
部４のコイル用導体層３８の厚さを厚くするにつれて電気特性が向上することが示されて
いる。
【００１９】
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以上の試験結果から、各導体層３２～４３の好ましい厚さをその効果と合わせて表３に示
す。表３における「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」は、表２中の「Ａ」～「Ｅ」
と同様の内容を表わしている。
【００２０】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
キャビティ部２の配線用導体層３２～３５、コンデンサ部６のコンデンサ用導体層３９～
４２及びシールドグランド導体層３７，４３の厚さを ～５μｍにすることにより、
キャビティ部２の変形量や多層セラミック基板１のそり量を小さくすることができる。ま
た、ボンディング用導体層３６の厚さを５～１０μｍにすることにより、ボンディング性
が向上する。一方、コイル部４のコイル用導体層３８は、占有面積が狭く、収縮応力歪も
受けにくいため、逆に厚さを６～１５μｍと厚くして抵抗値を低くし、電気特性を向上さ
せる。こうして、焼成時の収縮応力歪が少なく、そりや変形のない多層セラミック基板が
得られる。
【００２２】
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なお、本発明に係る多層セラミック基板は前記実施例に限定するものではなく、その要旨
の範囲内で種々に変形することができる。特に、各導体層の厚さをコントロールする方法
としては、さらに導電性ペーストの粘度をコントロールする方法がある。すなわち、導電
性ペーストの粘度を高くすると印刷された導電性ペーストの膜厚は厚くなり、粘度を低く
すると印刷された導電性ペーストの膜厚は薄くなることを利用するものである。
【００２３】
【発明の効果】
以上の説明で明らかなように、本発明によれば、導電性ペーストによる複数の導体層を厚
さの異なる少なくとも２種類の導体層にて構成し、かつ、薄い方の導体層の厚さを０．８
～５μｍとし、厚い方の導体層の厚さを６～１５μｍとしたので、占有面積が広く、吸収
応力歪を受け易い導体層、あるいは、構造的に弱いキャビティ部の配線用導体層等には薄
い方の導体層を使用することにより、変形やそりのない多層セラミック基板を得ることが
できる。また、占有面積が狭く、かつ、収縮応力歪を受けにくい導体層には厚い方の導体
層を使用することにより、電気特性等を向上させることができる。
【００２４】
この結果、設計に際して、導体層の位置やキャビティ部の構造等の制約が少ない多層セラ
ミック基板が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る多層セラミック基板の一実施例を示す断面図。
【符号の説明】
１…多層セラミック基板
１０～２２…セラミックシート
３２，３３，３４，３５…キャビティ部配線用導体層
３６…ボンディング用導体層
３７…シールドグランド用導体層
３８…コイル用導体層
３９，４０，４１，４２…コンデンサ用導体層
４３…シールドグランド用導体層
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【 図 １ 】
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